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台湾と中国の不使用取消審判に関する制度及び実務の比較 

台湾と中国では言語上は同じ中国語が使用されているが、それぞれの知的財産制度には多くの相違

点が存在する。商標法においても、商標における日本語文字の取り扱いや類否判断、審査・不服申立

ての流れなどで異なる点が多数存在するが、今回は不使用取消審判に焦点を当て、台湾と中国の制度

上の相違点及び実務上の運用などを紹介する。 

主体的要件及び客体的要件 

主体的要件に関し、台湾と中国いずれも不使用取消審判は何人も請求が可能である。次に客体的要

件について、台湾と中国それぞれ説明する。 

台湾では正当な理由なく 3 年以上登録商標の使用をしていない又は継続して使用を停止している

場合が請求の対象となる。登録商標の使用には使用権者による使用も含まれ、登録された使用権者で

あるか否かを問わない（註冊商標使用之注意事項 P.7）。また指定商品役務について、全部又は一部に

対して請求することが可能である。 

中国では、正当な理由がなく継続して 3年間使用していない場合が請求の対象となる（実施条例 66

条）。登録商標の使用には、使用権者による使用も含まれる。登録された使用権者であるとは規定され

ていないが、登録された使用権者であることを示す証拠（CNIPA発行の使用許可登録通知書やライセ

ンス契約書等）を提出することで、登録商標の使用と認められる可能性が高まる。また指定商品役務

について、全部又は一部に対して請求することが可能である。 
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使用の立証及び駆け込み使用 

台湾において、請求人は不使用の事実を証明する具体的な証拠（使用調査報告）を付さなければな

らない（証拠が付されていない場合や具体的な事実が示されていない場合は審判請求が却下される）。

次に駆け込み使用について、審判請求前３か月から請求の登録日までの間にされた使用について、そ

の使用が審判の請求がされることを知った後である場合は、いわゆる駆け込み使用と認定され、登録

商標の使用とは認められない。 

これに対し中国では、審判請求時には不使用を示す具体的な証拠の提出は求められず、商標権者が

使用の立証責任を負う。商標審査及び審理基準において、「係争商標の継続 3年不使用の立証責任は、

係争商標の登録者が負う。」と明確に定められている。また中国では駆け込み使用の規定は存在しな

い。商標権者との交渉や接触を要する場合は、それらを行う前に不使用取消審判を請求する必要があ

る。 

審理方式 

台湾では、商標権者と請求人が相互に書類を出して攻防を行う当事者構造となっている。審判請求

後、商標権者から応答がない場合はそのまま認容審決が下される。この場合、請求から数か月ほどで

審決が下され、請求からおよそ半年ほど審決確定（取消の公告）となる。これに対し商標権者から答

弁書が提出された場合、「事実や証拠が明確である又は審理遅延の虞がある」と審査官が認定するま

で、双方からの書類の提出が行われる。審理期間に特に制限はなく、場合によっては審決が出される

まで 1年半以上かかる場合もある。 

一方中国では、審判請求後は中国商標局が商標権者からの答弁書や証拠に基づき決定を下す（請求

人は審理に関与できない）。審理期間に関して、商標法において、商標局は請求を受けた日から 9 ヵ

月以内に決定を下さなければならず、特殊事情で延長する必要がある場合には、国務院工商行政管理

部門の許可を得た後、3ヵ月延長することができる、と規定されている（商標法 49条）。 

不服申立て 

台湾の場合、台湾特許庁の審決に不服がある場合は経済部訴願審議委員会へ訴願を提起することが

できる。その後は知的財産及び商事裁判所での行政訴訟、続いて最高行政裁判所へ上訴することがで

きる。 

中国の場合、商標局による決定について不服の場合は商標評審委員会に不服審判を請求することが
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できる。商標評審委員会の審決を不服とする場合は、さらに北京知識産権法院に訴訟を提起すること

ができ、かつ北京市高級人民法院に上訴することができる。 

取消審決の効果 

台湾と中国のいずれも、取消審決が確定した場合、商標権は遡及的に消滅するのではなく、審決確

定（取消広告）後に事後的に消滅する。つまり、審判請求の登録の日から消滅するわけではない。 

その他（先行類似商標に対する不使用取消審判について） 

台湾 

拒絶理由通知で引用された先行類似商標に対して不使用取消審判を請求した場合は、不使用取消審

判の審理が終わるまで、出願の審査を待ってほしい旨を記載した書面を提出することで、審査官は一

般的に審査を中止する。指定商品役務の一部のみについて先行類似商標と抵触する場合であって、先

行類似商標に対して不使用取消審判を請求する策を採る際の一般的な方法は次の通りである。（１）

先行商標に対し不使用取消審判を請求。（２）先行商標と抵触する商品役務と抵触しない商品役務に

分ける分割出願を行う1。（３）抵触する商品役務に係る出願については審査中止を求める書面を提出

する。ここで抵触しない商品役務に係る出願については、そのまま登録査定が下される。 

中国 

中国では拒絶理由通知という概念はなく、拒絶理由を有する出願は直接拒絶査定が下される。よっ

て不使用取消審判は通常、拒絶査定（全部又は一部）の受領後に請求することが一般的である。ここ

で拒絶査定後の復審（拒絶査定不服審判）や復審後の行政訴訟では，並行して争われている不使用取

消の結果を待つことなく、審理が進められる。つまり、不使用取消審判の結果が確定するまで、復審

や行政訴訟において先行類似商標は有効に存在すると扱われるため、復審の結果が出る際に不使用取

消審判の結果がまだ出ていないことが多い。このため中国においては先行類似商標に対して不使用取

消審判を請求しつつ、新たな出願を行うことが一般的である。 

  

 
1 なお台湾では指定商品を Xと Yに分ける出願の分割を行った場合、原出願は台湾特許庁に係属しなくなり、指定商品 X

の出願と指定商品 Yの出願が新たに 2つ発生する。 
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まとめ 

これまで述べた内容のうち主なものを表にまとめると以下の通りとなる。 

 台湾 中国 

請求人適格 何人も 何人も 

客体的要件 3年不使用 3年不使用 

使用権者による使用 〇 〇 

指定商品役務ごとの請求 〇 〇 

請求時の不使用に関する 

具体的証拠の提出 
必要 不要 

駆け込み使用規定 あり なし 

請求人の弁駁機会 
あり 

（双方の攻防あり） 

なし 

（商標権者の答弁書は請求人に送

達されず審決が下される） 

不服申立て 

経済部へ訴願→知的財産及び商事

裁判所へ訴訟提起→最高行政裁判

所へ上訴 

商標評審委員会へ不服審判→北京

知識産権法院へ訴訟提起→北京市

高級人民法院へ上訴 

取消審決の効果 審決確定後に消滅 取消公告後に消滅 

不使用取消審判に関し、台湾と中国における相違点や実務運用を説明したが、特に審理方式が全く

異なる点に留意する必要がある。台湾では審判請求時に具体的な不使用の事実を示す調査報告書の提

出が必要なこと、商標権者が答弁書を提出してきた場合は審理が長期化する恐れがあることなどに特

徴を有する。これに対し中国においては、審判請求手続き自体のハードルは低いが請求後は商標権者

の答弁書が送達されずそのまま 9ヶ月以内に審決が出されること、拒絶応答後の復審と不使用取消審

判の審理は独立して進められる（不使用取消審判の結果を待つことなく拒絶応答後の復審の審理が進

められる）ため、拒絶となった商標の再出願を検討すべきこと、などに注意を要する。 

なお上述した内容に加え、登録商標の使用に関する判断や商標の使用証拠の認定なども台湾と中国

では独自の基準を有する。よって不使用取消審判の請求を検討する際には、台湾・中国それぞれの規

定・運用に合った準備をしなければならない。 
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Wisdom 最新知財ニュース 

台湾東電化（TDK Taiwan）、営業秘密が流出 約 120 億台湾ドルの価値のあるマイクロアクチュエータ

ー技術が白紙に 

台湾最大の総合電子部品サプライヤーである台湾東電化（TDK Taiwan）で営業秘密法に違反する事件が

起きた。120 億台湾ドル以上の価値があるとされる、携帯電話レンズ用防振モーターのマイクロアクチ

ュエーター技術研究開発に関する情報を、張氏等 4 名の技術者が無断でダウンロードしたという。その

うち 2 人は競合他社である香港新科（SAE Magnetics）に転職する予定であり、その動機を「転職をス

ムーズにするため」と答えた。検察は捜査を終え、営業秘密法違反により張氏等 4 名を起訴する方針で

ある。（続きを見る） 

華為（ファーウェイ）、米国特許ランキングで第 5 位に 中国企業が世界の特許ランキングをリード 

特許データベースを提供する IFI Claims Patent Services が発表した最新の研究レポートによると、華為

（ファーウェイ）がアメリカにおける特許取得件数で第 5 位となったという。同時に、世界的なイノベ

ーションにおいて中国企業の占める割合は益々増加している。（続きを見る） 

 

 

弊所執筆の日本語書籍「台湾商標実務ガイド」が 2022 年 2

月 17 日に発行予定。 

前著「台湾専利実務ガイド」に続き、弊所執筆の「台湾商標実務ガイド」

が 2022 年 2 月 17 日に発明推進協会様から発行される予定です。本書は

台湾の商標制度や実務について詳細に解説した解説書となっています。 

詳細はこちら。 

 

 

 

弊 所 は 2021 年 の IAM （ Intellectual Asset 

Management ） Patent 1000 及 び WTR （ World 

Trademark Review）1000 に選ばれました。 

2021 年、弊所は IAM Patent 1000 において「Prosecution」のラ

ンキングで選出されるとともに、World Trademark Review 誌主

催のランキングにおいて、商標権利化部門でランクインしまし

た。また所長・弁護士・弁理士の黄瑞賢はいずれも個人部門で

高い評価を受けています。 
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弊所執筆の「台湾専利実務ガイド」が発売 

弊所執筆の日本語書籍「台湾専利実務ガイド」が 2020 年 4 月

10 日に発明推進協会様より発行されました。本書は台湾の専利

（特許、実用新案、意匠）について日本語で紹介した専門書と

なっております。 

 

詳細はこちら。 

 

 

 今回取り上げた内容についてご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 

 配信停止：タイトルに『配信停止』をご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。 

 配信先変更：タイトルに『配信先変更』と本文に変更前及び変更後のアドレスをご記入のうえ、

wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。 
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